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■時 
日
時
　
■場 
会
場
　
■内 
内
容
　
■対 
対
象
　
■定 
定
員
　
■費 
参
加
費
　
■申 
申
し
込
み
　
■問 
問
い
合
わ
せ
　
■ＨＰ 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
■メール 
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
　
■他 
そ
の
ほ
か
　
■携 
携
帯
電
話

凡
例

の
数
に
応
じ
て
交
付
金
を
交
付
す
る

制
度
で
、
本
人
の
介
護
予
防
や
社
会

参
加
を
通
じ
た
生
き
が
い
づ
く
り
を

促
進
し
ま
す
。

■時 
4
月
　
日
俄
・
午
後
1
時
～
4
時
。

28

■場 
市
役
所
3
階
大
会
議
室
。

■対 
市
内
在
住
の
　
歳
以
上
で
、
ボ
ラ

65

ン
テ
ィ
ア
活
動
に
興
味
の
あ
る
人
。

ま
た
は
、
す
で
に
介
護
支
援
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
登
録
を
し
て
い
る
人
。

■内 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
会
。

▼
講
義
お
よ
び
実
習
（
車
い
す
操
作

な
ど
）
▼
平
成
　
年
度
ボ
ラ
ン
テ
ィ

26

ア
登
録
お
よ
び
平
成
　
年
度
評
価
ポ

25

イ
ン
ト
転
換
交
付
金
申
請
（
平
成
　25

年
度
介
護
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
カ
ー

ド
お
よ
び
印
鑑
持
参
）
の
受
け
付
け
。

■他 
研
修
会
受
講
者
に
ス
タ
ン
プ
（
1

回
分
）
を
押
印
す
る
の
で
、
す
で
に

平
成
　
年
度
介
護
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ

26

ア
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
人
は
持
参
。

■定 
　
人
。

50
■申 
事
前
に
電
話
で
介
護
福
祉
課
ま
で

（
先
着
順
）。　

■問 
介
護
福
祉
課
生
き
が
い
支
援
班

（
緯
内
線
2
7
1
・
2
7
2
）。

障
害
年
金
に
つ
い
て
知
ろ
う

　
知
的
・
精
神
障
害
者
で
障
害
年
金

を
も
ら
っ
て
い
る
人
は
少
な
く
、
ひ

き
こ
も
り
の
人
に
つ
い
て
は
、
ほ
と

ん
ど
受
給
し
て
い
る
人
は
い
な
い
の

が
現
状
で
す
。

　
こ
の
機
会
に
制
度
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
ま
し
ょ
う
。

■時 
4
月
6
日
蚊
・
午
後
2
時
～
4
時
。

■場 
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
竹
袋
）。

噛
講
師
…
岩
崎
眞
弓
氏
（
社
会
保
険

労
務
士
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
み
ん
な
で
サ

ポ
ー
ト
ち
ば
理
事
長
）。

■費 
無
料
。

※
相
談
の
あ
る
人
は
事
前
に
左
記
ま

で
。

■問 
印
西
市
障
害
者
団
体
連
絡
協
議

会
・
畑
中
（
■携 
0
9
0
―
6
0
1
2

―
4
4
8
4
）。

宅
に
設
置
し
、
受
信
セ
ン
タ
ー
が
　24

時
間
体
制
で
通
報
を
受
信
し
対
応
す

る
装
置
で
す
。

■対 
市
内
に
居
住
す
る
ひ
と
り
暮
ら
し

の
高
齢
者
ま
た
は
※

高
齢
者
世
帯
の

人
に
機
器
を
貸
与
し
ま
す
。

※
高
齢
者
世
帯
…
高
齢
者
だ
け
の
世

帯
お
よ
び
高
齢
者
を
含
む
世
帯
で
、

高
齢
者
を
除
く
世
帯
全
員
が
就
労
な

ど
の
た
め
一
日
8
時
間
以
上
不
在
と

な
る
日
が
月
に
　
日
以
上
あ
る
世
帯
。

20

■費 
利
用
料
（
1
カ
月
当
た
り
）
…
市

町
村
民
税
課
税
世
帯
9
3
0
円
、
同

非
課
税
世
ま
た
は
生
活
保
護
世
帯
は

自
己
負
担
無
し
。

■問 
介
護
福
祉
課
生
き
が
い
支
援
班

（
緯
内
線
2
7
2
）。

「
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
栃
木

　
2
0
1
4
健
康
マ
ー
ジ
ャ
ン
」

千
葉
県
代
表
選
考
会
印
西
市
予

選
を
開
催

　
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
（
全
国
健
康
福

祉
祭
）
は
、
高
齢
者
を
中
心
と
す
る

ス
ポ
ー
ツ
、
文
化
な
ど
の
祭
典
。
平

成
　
年
は
栃
木
県
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

26
　
そ
の
正
式
種
目
、
健
康
マ
ー
ジ
ャ

ン
の
千
葉
県
代
表
者
を
選
出
す
る
た

め
に
、
印
西
地
区
代
表
選
考
会
を
開

催
し
ま
す
。

■時 
4
月
　
日
蚊
・
午
前
　
時
～
。

20

10

■場 
若
萩
三
丁
目
集
会
所
。

■対 
市
内
在
住
の
　
歳
以
上
の
人
（
昭

60

和
　
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

29
人
）。

■費 
1
街
5
0
0
円
。

■申 
事
前
に
左
記
へ
。

■問 
植
村
（
■携 
0
9
0
―
2
3
3
1
―

5
1
0
4
）。

印
西
市
介
護
支
援

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
・
研
修
会

　
印
西
市
介
護
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

制
度
は
、
介
護
保
険
施
設
な
ど
で
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
た
高
齢

者
に
評
価
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
、
そ

度
介
護
保
険
料
額
に
基
づ
い
た
金
額

を
差
し
引
き
（
仮
徴
収
）
▼
　
月
・

10

　
月
・
翌
年
2
月
…
7
月
に
決
定
す

12る
平
成
　
年
度
の
介
護
保
険
料
額
か

26

ら
仮
徴
収
さ
れ
た
金
額
を
差
し
引
い

た
残
り
の
金
額
を
差
し
引
き
（
本
徴

収
）。

■問 
介
護
福
祉
課
介
護
保
険
班
（
緯
内

線
2
7
7
）。

高
齢
者
・
重
度
障
害
者
と

　
同
居
の
た
め
の
居
室
な
ど

　
　
増
改
築
資
金
に
利
子
補
給

　
高
齢
者
や
重
度
障
害
者
と
同
居
す

る
（
予
定
含
む
）
人
が
、
そ
の
た
め

の
専
用
居
室
の
整
備
や
付
随
す
る
玄

関
、
台
所
、
浴
室
、
ト
イ
レ
な
ど
の
増

改
築
を
す
る
た
め
、
千
葉
県
社
会
福

祉
協
議
会
が
融
資
す
る
資
金
を
借
り

入
れ
た
場
合
、
市
へ
申
請
す
る
こ
と

で
、
そ
の
利
子
分
の
補
給
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
資
金
融
資
の
相
談
は
印
西
市

社
会
福
祉
協
議
会
（
緯
碓42 
0
2

9
4
）
へ
。

胸
利
子
補
給
率
・
期
間
…
年
3

昏
・
利
子
の
据
置
期
間
終
了
後

　
年
以
内
。

10■申 
申
請
書
に
千
葉
県
社
会
福
祉

協
議
会
が
発
行
す
る
貸
付
決
定

通
知
書
の
写
し
を
添
え
て
左
記

ま
で
。

■問 
介
護
福
祉
課
生
き
が
い
支
援

班
（
緯
内
線
2
7
1
）。

一
人
暮
ら
し
な
ど
の
高
齢

者
宅
に
緊
急
通
報
装
置
を
設
置

　
市
内
の
在
宅
高
齢
者
に
対
し

て
、
※

緊
急
通
報
装
置
を
設
置
し
、

緊
急
通
報
体
制
を
整
備
す
る
こ

と
に
よ
り
、
高
齢
者
の
不
安
の

解
消
、
緊
急
時
の
対
応
を
迅
速

に
行
い
ま
す
。

※
緊
急
通
報
装
置
…
緊
急
用
ボ

タ
ン
付
き
発
信
機
ま
た
は
緊
急

通
報
専
用
携
帯
電
話
端
末
を
自

平成２６年（２０１４）４月１日号（１０）

パート詠

（
納
期
は
本
紙
　
ペ
ー
ジ
「
納
め
忘

11

れ
の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
」

参
照
）。

　
ま
た
、
平
成
　
年
度
の
特
別
徴
収

26

の
対
象
者
に
は
、
8
月
に
保
険
料
額

決
定
通
知
兼
特
別
徴
収
開
始
通
知
書

を
送
付
し
ま
す
。
納
期
は
4
月
・
6

月
・
8
月
・
　
月
・
　
月
・
翌
年
2

10

12

月
の
年
金
支
給
日
で
す
。

　
そ
の
ほ
か
、
新
規
の
特
別
徴
収
の

対
象
者
に
は
、
4
月
も
し
く
は
6
月

に
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
を
送
付
。

【
平
成
　
年
度
の
特
別
徴
収
者

26

の
介
護
保
険
料
の
徴
収
方
法
】

▼
4
月
・
6
月
・
8
月
…
平
成
　
年
25

平
成
　
年
度
の
介
護
保
険
料

26

　
平
成
　
年
4
月
か
ら
の
介
護
保
険

26

料
額
は
、
左
表
の
と
お
り
で
す
。

　
ま
た
、
介
護
保
険
料
に
は
、
納
付

書
で
納
め
る
普
通
徴
収
（
口
座
振
替

を
含
む
）
と
、
受
給
し
て
い
る
年
金

か
ら
差
し
引
か
れ
る
特
別
徴
収
が
あ

り
ま
す
。
介
護
保
険
料
額
は
7
月
に

決
定
す
る
た
め
、
平
成
　
年
度
の
普

26

通
徴
収
の
対
象
者
に
は
、
7
月
に
納

入
通
知
書
と
納
付
書
を
送
付
し
ま
す

怯
古
文
書
学
習
「
尚
史
会
」
会
員

募
集
　
江
戸
時
代
の
古
文
書
解
読
に
挑
戦

し
ま
せ
ん
か
。
初
心
者
で
も
歓
迎
。

■時 
毎
月
第
一
・
第
三
木
曜
日
・
午
前

9
時
～
正
午
。

■場 
中
央
公
民
館
（
大
森
）。

■費 
会
費
と
し
て
月
額
5
0
0
円
。

■他 
4
月
3
日
牙
、　
日
牙
に
入
門
お

17

試
し
講
座
を
開
催
。
申
し
込
み
な
ど

は
開
催
日
前
日
ま
で
に
左
記
へ
。

■問 
尚
史
会
・
畠
山
（
■携 
0
8
0
―
5

0
8
3
―
1
6
3
9
）。

怯
印
西
・
九
条
の
会
「
憲
法
を

知
り
考
え
る
つ
ど
い
」

■時 
4
月
　
日
蚊
・
午
後
1
時
　
分
～

13

30

4
時
　
分
。

10

■場 
中
央
駅
前
地
域
交
流
館
1
号
館

（
中
央
南
）。

■内 
講
演
「
憲
法
を
変
え
る
と
、
ど
う

な
る
の
だ
ろ
う
 私
た
ち
の
く
ら
し
」。

噛
講
師
…
伊
藤
真
氏
（
弁
護
士
・
伊

藤
塾
塾
長
）。

■費 
3
0
0
円
（
資
料
代
）。

■問 
廣
瀬
（
緯
碓42 
5
0
3
4
）。

怯
印
西
ウ
イ
ン
ド
ア
ン
サ
ン
ブ

ル
「
第
　
回
定
期
演
奏
会
」

29

■時 
4
月
　
日
蚊
・
午
後
2
時
～
（
開

27

場
1
時
　
分
～
）。

30

■場 
文
化
ホ
ー
ル
（
大
森
）。

■内 
曲
目
…
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
マ
イ

ス
タ
ー
ジ
ン
ガ
ー
よ
り
第
一
幕
へ
の

前
奏
曲
、
ロ
ン
ド
ン
デ
リ
ー
の
歌
、

私
の
お
気
に
入
り
、
坂
本
冬
美
メ
ド

レ
ー
、
オ
ズ
の
魔
法
使
い
メ
ド
レ
ー
。

噛
指
揮
…
三
橋
慶
明
氏
。

■費 
入
場
無
料
。

■問 
印
西
ウ
イ
ン
ド
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
事

務
局
・
 平
八
重
 （
緯
0
4
―
7
1
8

ひ
ら
や
え

7
―
1
4
1
5
）。

怯
第
　
回
「
舞
踊
ま
つ
り
」

25

■時 
4
月
　
日
臥
・
午
前
　
時
　
分
～

12

10

30

（
開
場
　
時
～
）。

10

■場 
文
化
ホ
ー
ル
（
大
森
）。

■費 
入
場
無
料
。

※
先
着
2
5
0
人
に
お
弁
当
を
配
布
。

■問 
印
西
市
舞
踊
連
盟
・
吉
岡
（
緯
碓42 
8

3
0
5
）。

怯
ケ
ビ
ン
シ
ョ
ー
ト
の
春
の
里

山
観
察
会
「
草
深
の
森
」

　
講
師
の
ケ
ビ
ン
シ
ョ
ー
ト
さ
ん
と

一
緒
に
、
手
入
れ
を
さ
れ
た
森
の
植

物
を
楽
し
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
春

が
来
た
幸
せ
を
草
深
の
森
で
一
緒
に

味
わ
い
ま
し
ょ
う
。

■時 
4
月
　
日
臥
・
午
前
　
時
～
正
午
。

19

10

※
雨
天
時
は
翌
日
に
順
延
。

■場 
草
深
の
森
に
集
合
。

■費 
4
0
0
円
（
資
料
・
保
険
代
）。

■申 
住
所
、
氏
名
、
連
絡
先
、
人
数
を

記
入
し
左
記
へ
。

■問 
ラ
ー
バ
ン
千
葉
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（
緯
／
胃
碓42 
4
1
4
3
・
■メール in

fo
@
r

cn
-fo
ru
m
.o
rg

）。

※
電
話
は
午
前
　
時
～
午
後
5
時
。

10

怯
太
極
拳
無
料
体
験
会

■時 
4
月
　
日
蚊
、　
日
蚊
・
午
前
　
時

20

27

10

～
正
午
。

■場 
中
央
公
民
館
（
大
森
）。

■費 
無
料
。

■他 
運
動
で
き
る
服
装
で
靴
、
飲
料
水

持
参
。

■申 
当
日
自
由
参
加
。

※
詳
し
く
は
左
記
へ
。

■問 
印
西
太
極
拳
同
好
会
・
加
藤
（
緯

碓97 
3
7
1
4
）。

怯
高
花
マ
ラ
ラ
イ
サ
ー
ク
ル
会

員
募
集

　
ト
ー
ル
ペ
イ
ン
ト
（
白
木
の
製
品

や
家
具
な
ど
に
ア
ク
リ
ル
絵
の
具
で

色
づ
け
し
た
も
の
）
を
、
一
緒
に
楽

し
み
ま
せ
ん
か
。

■時 
毎
月
第
二
・
第
四
月
曜
日
・
午
後

1
時
　
分
～
3
時
　
分
。

30

30

■場 
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
高
花
）。

■対 
　
歳
以
上
の
人
。

60
■費 
5
0
0
円
（
材
料
費
ほ
か
）。

■問 
 宇
敷
 （
緯
碓46 
9
7
2
7
）。

う
し
き

ミ
ニ
・
ガ
イ
ド

　
　
パ
ー
ト
英

胸平成26年度の介護保険料胸
年間金額（）内は月額保険料率対象（基準は第５段階）段階

20,160円（1,680円）基準額×0.4生活保護受給者、または住民税非課税世帯であり、かつ、老齢福祉
年金受給者１

25,200円（2,100円）基準額×0.5住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が年額80万円以下の人２

32,760円（2,730円）基準額×0.65住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が年額80万円を超え120万円以下の人

特例
３

37,800円（3,150円）基準額×0.75住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が年額120万円を超える人３

42,840円（3,570円）基準額×0.85住民税課税世帯であるが、本人は非課税であり、かつ、本人の前年
の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年額80万円以下の人４

50,400円（4,200円）基準額住民税課税世帯であるが、本人は非課税であり、かつ、本人の前年
の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年額80万円を超える人５

57,960円（4,830円）基準額×1.15本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金
額が年額125万円以下の人６

63,000円（5,250円）基準額×1.25本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金
額が年額125万円を超え190万円未満の人７

68,040円(5,670円)基準額×1.35本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金
額が年額190万円以上400万円未満の人８

75,600円（6,300円）基準額×1.5本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金
額が年額400万円以上600万円未満の人９

83,160円（6,930円）基準額×1.65本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金
額が年額600万円以上800万円未満の人１０

90,720円（7,560円）基準額×1.8本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金
額が年額800万円以上1,000万円未満の人１１

100,800円（8,400円）基準額×2.0本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金
額が年額1,000万円以上の人12

福
祉


